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背景 なぜ教育データを利活用するのか

前提知識 関連用語と個人情報保護法の構成

「教育データ」の法律上の扱い

学術研究目的での適用除外

学術研究機関等が負う2つの制約と責務

まとめ



背景
なぜ教育データを利活用するのか



データ駆動型社会の進展
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1993： 日本 に おけ る イン タ ーネ ッ トの 商 用サ ー ビス 開 始

1995：W i nd ow s9 5発 売

インターネットの急速な普及

1999： J Pド メイ ン 名の 登 録数 1 0万 件突 破

2015：Ap pl e  W a tc h（ 初代 ） 発売

ネット上の行動履歴データ活用の潮流

携 帯電 話 所有 者 のス マ ート フ ォン 比 率が 5割 を突 破 ＊

200 7： i P hon e（ 初代 ） 発売

イ ンタ ー ネッ ト に流 通 する 大 量の デ ータ を 収集 ・ 活用 し ，デ ー タに 基 づき
サ ービ ス や生 産 性な ど を向 上 する 社 会

* NTTドコモモバイル社会研究所， “モバイル社会白書”，2024年． https://www.moba-ken.jp/whitepaper/wp24.html



これからの教育目標とデータ駆動型教育
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【社会背景】
・ 社会 の あり 方 が劇 的 に変 わ る「Soc i e t y5 . 0時 代」
・ 社会 全 体の デ ジタ ル 化・ オ ンラ イ ン化 ・ D X加 速（ 教 育も 例 外で は ない ）

【これからの教育の姿】
・ 一人 一 人の 多 様な 幸 せと 社 会全 体 の幸 せ の実 現 を目 指 し， 学 習者 主 体の 教 育に 転 換
・ デジ タ ル化 を 進め ，データ駆動型教育に 転換 ． 学習 面 や生 活 ・健 康 面の デ ータ 活 用

【意義】
・ 子供 ： 学び の 機会 や 質の 充 実
・ 教師 ： 指導 方 法の 充 実や 働 き方 改 革
・ 行政 ： 現状 把 握に 基 づく 政 策立 案

【取り組み】
・ 全国 の 児童 ・ 生徒 1人 に1台 のコ ン ピュ ー タと 高 速ネ ッ トワ ー クを 整 備す る 「GI G A
ス クー ル 構想 」 はほ ぼ 達成 →公 立初 ・ 中等 学 校の 9 9 . 9% が 完了

注)

*2

「教 育デー タ」

*1  文部科学省 初等中等教育局 学びの先端技術活用推進局, “教育データの利活用に向けた最近の主な動向”, 第4回教育データの利活用に関する有識者会議, 2021年.
*2 文部科学省，“義務教育段階における1人1台端末の整備状況（令和4年度末時点）”， GIGAスクール構想の実現に向けた整備・利活用等に関する状況について，2022年．
注)  Global and Innovation Gateway for Allの略．

*1



私立学校における教育データの利活用事例
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【帝京大学小学校 体育の授業でのタブレット活用 (2023年〜 )】
・ マッ ト 運動 に 取り 組 む際 ， 演技 す る様 子 を児 童 が互 い にタ ブ レッ ト で撮 影
・ 撮影 デ ータ を もと に ，児 童 同士 で アド バ イス を しあ っ たり ， 教諭 は 安全 面 の注 意 を
説 いた り する

【仙台白百合小学校 学習支援ツールを使った実証実験 (2023年〜 )】
・ 京都 大 学を 中 心と し た研 究 グル ー プが ， 株式 会 社内 田 洋行 と 共同 で デー タ 収集
・ デジ タ ル教 材 を利 用 した 要 約課 題 に取 り 組む 際 ，マ ー キン グ 機能 を 使っ た 場合 と 使
わ ない 場 合と の 得点 比 較

*1 朝日新聞 ，”体育現場，広がるタブレット端末活用”，2024年10月2日朝刊，19面． *2 エビデンス駆動型教育研究協議会，”仙台白百合小学校公開授業”，2025年．
 https://ederc.jp/2025/01/20250221_oc002/

*2

*1

https://ederc.jp/2025/01/20250221_oc002/


公立学校における教育データの利活用事例（1/2）
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【東京都渋谷区 教育ダッシュボードの導入 (2022年〜 )】
端 末を 通 して 取 得し た 教育 デ ータ な どを も とに ，一人一人の子供の情報をグラフや表
として可視化す る

*1 渋谷新聞，“すべての子どもと先生の“ウェルビーイング”を目指す渋谷区の取り組み 渋谷区教育委員会 篠原さん、竹澤さん、松村さん”，2024年．

*1



公立学校における教育データの利活用事例（2/2）
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【埼玉県戸田市 不登校の傾向を予測する実証研究 (2022年 )】
・ 欠席 ・ 遅刻 ・ 早退 や 保健 室 の利 用 回数 ， テス ト の点 数 ，身 長 や肥 満 度， 友 人関 係 や
家 庭で の 会話 な どを 聞 くア ン ケー ト の回 答 など の デー タ
・長期欠席のリスクを算出

*1 朝日新聞，“AI使い不登校を予測，試行錯誤 出欠，保健室利用状況・学力テスト…データ分析”，2024年3月27日朝刊，27面．

*1



個人情報を含む教育データ，取り扱いは？
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【個人情報保護条例に違反の疑いで，端末の使用を一時中止(2021年 )】
・ 名古 屋 市教 育 委員 会 は， 配 布す る タブ レ ット 端 末か ら操作ログを 収集
・ログを収集する目的を 生徒 や 保護 者 に説 明 して い なか っ た→条例に抵触する疑い

【端末にアプリを提供する事業者が，個人情報を海外事業者に再委託】
・ 学習 ア プリ 「 スタ デ ィサ プ リ」 を 提供 す るリ ク ルー ト
・ 日本 と 同程 度 の個 人 情報 保 護制 度 を有 し てい な い国 へ個人情報を委託
・保護者に十分な説明のないまま海 外の 事 業者 に 委託 さ れた り ，一 般向 け に販 売 して
い るア プ リの機能改善に 使わ れ てい る→保護者から不安の声

【一方，厳密に管理している自治体も】
・ 東京 都 江戸 川 区で は ，事 業 者に 対 して 契 約で再委託を禁止
・個人が特定されない形で 情報 を 委託
・ 「端 末 で取 得 した デ ータ は 区の も ので ， 管理 主 体も 区 であ る 」（ 江 戸川 区 担当 者 ）

*1 日本経済新聞，“名古屋市，小中学生の端末使用停止 履歴収集に指摘”，日経クロステック，2021 年6月10日 掲載． 
*2 読売新聞，“小中学校の学習端末利用で児童生徒の情報をアプリ業者が直接取得・管理…文科省が全国調査へ”，2024年7月14日朝刊．
*3 読売新聞，“［データは誰の手に］「子供の情報どこでどう使われているのか」…学習端末巡り保護者から不安の声”，2024年7月14日朝刊．

*1

*2

*3



現状の課題
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▲各自治体や教育機関が個別に試行錯誤している現状は，無駄な手間

▲義務教育など，保護者や児童生徒が事実上拒否する余地がない場合

▲皆が安心できるような共通基盤やポリシーを策定する必要がある

円滑にデータ駆動型教育を進めるためのポリシー策定



本研究の目的
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・現段階では学術研究機関等に教育データを提供する場面も

・学術研究機関に対しては例外も多く，規程が複雑

・学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取得あるいは提供され，利
用する際，どのような法的制約があるかを明確にする

→大 学そ の 他の 学 術研 究 を目 的 とす る 機関 も しく は 団体 ま たは そ れら に 属す る 者



前提知識
関連用語と個人情報保護法の構成



前提知識 − 用語
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個
人
情
報

定
義

例

【個 人情 報 保護 法 第2条 第1項】
・ 特定 の 個人 を 識別 す るこ と がで き るも の
・ 個人 識 別符 号 が含 ま れる も の

・ 児童 生 徒の 氏 名
・ 氏名 と 紐づ く 学年 ， 組 /  住 所， 生 年月 日 ，身 長 ，体 重 /  出 欠席 情 報
/  1人1台 端末 の 操作 履 歴 /  テ スト の 評点 /  学 習ア プ リの 回 答ロ グ な ど

個
人
デ
|
タ

定
義

例

【個 人情 報 保護 法 第1 6条 第3項】
・ 個人 情 報を 容 易に 検 索で き るよ う 体系 的 にま と めた 「 個人 情 報デ ー タベ ー
ス 等」 を 構成 す る個 人 情報

・5 0音 順に フ ァイ リ ング し た児 童 ・生 徒 のデ ー タ



前提知識 − 個人情報保護法の構成
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第
4
章

第
5
章

【個人情報取扱事業者等の義務等】
・民 間部門 対象の 規則
・私立の初・中・高等学校や大学を所管する学校法人が対象
・学術研究機関等が対象
・国立大学法人や独 立行政 法人国 立病院 機構な ども例 外的に 含まれ る

【行政機関等の義務等】
・公 的部門 対象の 規則
・公立の初・中・高等学校を所管する教育委員会が対象 *

*個人情報保護委員会，“教育委員会が所管する公立学校については、各学校が法第2条第11項第2号の「地方公共団体の機関」に当たるのか。”，個人情報の保護
に関する法律についてのQ&A，2022年．https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq7-q2-1-2/



個人情報を含む「教育データ」の
法律上の扱い



私立の学校における「教育データ」
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個人データ

容易に検索できるように体系的にまとめられている場合

保有個人データ

開示，内容の訂正，追加または削除，利用の停止，消去及び第三
者への提供の停止を行うことのできる権限を有する場合

【私立：「個人データ」あるいは「保有個人データ」に該当する】



公立の学校における「教育データ」
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【公立：「保有個人情報」に該当する】

定
義

【個 人情 報 保護 法 第6 0条 から 一 部抜 粋 】
・行政機関等の職員が職務上作成・取得し た個 人 情報 で あっ て ，職 員 が組織
的に利用するも のと し て， 行 政機 関 等が保有し てい る もの
・ ただ し ，行 政 文書 ， 法人 文 書， 又 は地方公共団体等行政文書 に 記録 さ れ
て いる も の

教育データは
・教員，すなわち地方公共団体の機関の職員が取得
・教育目的で利用するため「組織的に用いるもの」
すなわち「保有個人情報」である

注) 地方公共団体等行政文書とは，60条前半の「個人情報」を「文書，図画及び電磁的記録」に読み替えたものである

注)



教育データを学術研究機関等に提供する場合
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私
立

公
立

【第2 7条 ：第 三 者提 供 の制 限】
個 人情 報 取扱 事 業者 は ，あ ら かじ め 本人 の 同意 を 得な い で， 個 人デ ー タを 第
三 者に 提 供し て はな ら ない

【第6 9条 ：利 用 及び 提 供の 制 限】
行 政機 関 等に お いて は ，利用目的以外の目的のために保 有個 人 情報 を 自ら利
用し ，又 は提供してはならない

ただし

・当該第三者（提供先）が学術研究機関等である場合であって、当該第
三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき
・統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき

下記の場合は適用されない！ (第27条第7項 /  第69条第2項4号 )



学術研究目的での適用除外



学術研究機関

公立・私立学校

提供

2.  取得

1.  利用

第三者

3.  提供

教 育デ ー タ



学術研究機関が個人情報を利用する場合
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通常は，下記の制約を受ける

【第17条：利用目的の特定】
・利 用目的 をでき る限り 特定す る
・変 更する 場合， 変更前 の利用 目的と 関連性 を有す ると合 理的に 認めら れる範
囲を 超えて はなら ない

【第18条：利用目的による制限】
・本 人の同 意を得 ずに， 利用目 的の達 成に必 要な範 囲を超 えては ならな い

学術研究機関の場合，適用されない (第18条3項5号 )

注) 学術研究目的で取り扱う必要があるとき

（ 民 間 部 門 に 分 類 ）

→学術研究目的であれば，個人情報の目的外利用に本人の同意は不要

注)



学術研究機関が個人情報を取得する場合
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【第20条：適正な取得】
・偽 りその 他不正 の手段 により 個人情 報を取 得して はなら ない
・あ らかじ め本人 の同意 を得な いで， 要配慮 個人情 報を取 得して はなら ない

定
義

【個 人情 報 保護 法 第2条3項か ら一 部抜 粋】
個 人情 報の中で，本 人の人 種，信 条，社 会的 身 分，病 歴，犯 罪の経 歴，犯 罪
に より 害を被っ た事 実そ の他 本人 に対する不 当な差 別，偏 見そ の他の不 利益
が生じな いよ う にそ の 取 扱い に特に配 慮を要するも の として政 令で定め る記
述 等が含ま れる 個 人情 報 

◯要配慮個人情報とは？

→学術研究目的であれば，要配慮個人情報は本人の同意を得ずに取得可能

要配慮個人情報の取得について，学術研究目的の場合は除外(第20条2項 )



学術研究機関が個人情報を提供する場合
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【第27条：第三者提供の制限】
あら かじめ 本人の 同意を 得ない で，個 人デー タを第 三者に 提供し てはな らない

ただし，学術研究機関であるならば，下記の場合は適用されない
(第27条5項 )

・当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを
得ないとき
・当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき

→学術研究目的であれば，第三者に提供可能



学術研究機関等が負う
2つの制約と責務



学術研究機関等が負う制約
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・令和3年の個人情報保護法改正前は適用除外だったが，改正後に適用

安全管理措置と保有個人データの開示

【第23条】
個人 情報取 扱事業 者 は ， その 取 り 扱 う 個人 デ ータ の漏 えい ， 滅失 又は
毀損 の 防止 その 他 の 個人 デ ータ の安全 管理 のた めに必要かつ適切な措
置を講じなければならない  

【第33条から一部抜粋】
・ 本人 は ， 個人 情報取 扱事業 者 に 対 し ， 当該 本人 が 識別 され る保有 個
人 デー タの開示を請求できる
・ 個人 情報取 扱事業 者 は ， 請求 を 受 けた ときは ， 遅滞 なく ， 当該 保有
個人 デー タを開示しなければならない

保
有
個
人
デ
｜
タ

開
示

安
全
管
理
措
置

( 開 示 や 内 容 の 訂 正 ， 削 除 ， 利 用 の 停 止 ， 消 去 な ど の 権 限 を 有 す る 個 人 デ ー タ )



自主規範の制定
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【第59条：学術研究機関等の責務】
個人情報取扱事業者である学術研究機関等は，学術研究目的で行う個人
情報の取扱いについて，この法律の規定を遵守するとともに，その適正
を確保するために必要な措置を自ら講じ，かつ，当該措置の内容を公表
するよう努めなければならない

→自主規範の制定と，それを公表することが求められる

☆学術研究機関等の自律的な判断を尊重するための制度

（規範として考えられる例）
・目的外利用の範囲の一定の制限
・個人の権利利益を不当に侵害しないようにする配慮



まとめ

28

・教育データについて
公 立学 校 にお い ては「保有個人情報」
私 立学 校 にお い ては「個人データ」「保有個人データ」

・学校→研究機関：利用目的以外の目的で提供できる

・学術研究機関等が学術研究目的で利用・取得・提供する場合は規律を
適用しない

・学術研究機関等であっても，安全管理措置と開示に関する義務は，一
般の民間事業者と同じ規律が適用される

・学術研究機関は自主規範を制定すべきである
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補足：個人情報ファイル
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・保有個人情報を含む情報の集合体

定
義

【個 人情 報 保護 法 第6 0条 第2項 から 一 部抜 粋 】
・ 一定 の 事務 の 目的 を 達成 す るた め に特 定 の保 有 個人 情 報を電子計算機を用
いて検索することができるように 体系 的 に構 成 した も の

・ 前号 に 掲げ る もの の ほか ， 一定 の 事務 の 目的 を 達成 す るた め に氏名，生年
月日，その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索できるように
体 系的 に 構成 し たも の
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